
浜松市条例第２４号 

浜松市教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 浜松市教育職員の給与に関する条例（平成２９年浜松市条例第３４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改正前 改正後 

（扶養手当） （扶養手当） 

第１３条 扶養手当は、扶養親族のある職員に

対して支給する。ただし、次項第２号から第

５号までのいずれかに該当する扶養親族（第

３項において「扶養親族たる父母等」とい

う。）に係る扶養手当は、その職務の級が行

政職給料表の９級に相当する職員として教

育委員会規則で定める職員に対しては、支給

しない。 

第１３条 扶養手当は、扶養親族のある職員に

対して支給する。ただし、次項第２号から第

５号までのいずれかに該当する扶養親族（第

３項において「扶養親族たる父母等」とい

う。）に係る扶養手当は、その職務の級が行

政職給料表の９級以上に相当する職員とし

て教育委員会規則で定める職員に対しては、

支給しない。 

２～６ （略） ２～６ （略） 

（地域手当） （地域手当） 

第１５条 （略） 第１５条 （略） 

２ 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管

理職手当の月額の合計額に１００分の  

３．３２（東京事務所に勤務する職員にあっ

ては、１００分の１８．３２）を乗じて得た

額とする。 

２ 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管

理職手当の月額の合計額に１００分の４（東

京事務所に勤務する職員にあっては、１００

分の１９）を乗じて得た額とする。 

３ （略） ３ （略） 

（通勤手当） （通勤手当） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２ 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員

の区分に応じ、当該各号に定める額（その額

に１円未満の端数を生じたときは、これを切

り上げた額）とする。 

２ 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員

の区分に応じ、当該各号に定める額（その額

に１円未満の端数を生じたときは、これを切

り上げた額）とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 前項第２号に掲げる職員 １月につき

３万８，７００円を超えない範囲内で、

次に掲げる職員の区分に応じて教育委員

(2) 前項第２号に掲げる職員 １月につき

６万６，４００円を超えない範囲内で、

自動車等の使用距離の区分に応じて教育



 

会規則で定める額（定年前再任用短時間

勤務職員のうち、１月当たりの通勤回数

を考慮して教育委員会規則で定める職員

にあっては、その額から、その額に教育

委員会規則で定める割合を乗じて得た額

を減じた額） 

委員会規則で定める額（定年前再任用短

時間勤務職員のうち、１月当たりの通勤

回数を考慮して教育委員会規則で定める

職員にあっては、その額から、その額に

教育委員会規則で定める割合を乗じて得

た額を減じた額） 

ア 自動車等の使用距離（以下この号に

おいて「使用距離」という。）が片道

５キロメートル未満である職員 

 

イ 使用距離が片道５キロメートル以上

１０キロメートル未満である職員 

 

ウ 使用距離が片道１０キロメートル以

上１５キロメートル未満である職員 

 

エ 使用距離が片道１５キロメートル以

上２０キロメートル未満である職員 

 

オ 使用距離が片道２０キロメートル以

上２５キロメートル未満である職員 

 

カ 使用距離が片道２５キロメートル以

上３０キロメートル未満である職員 

 

キ 使用距離が片道３０キロメートル以

上３５キロメートル未満である職員 

 

ク 使用距離が片道３５キロメートル以

上４０キロメートル未満である職員 

 

ケ 使用距離が片道４０キロメートル以

上４５キロメートル未満である職員 

 

コ 使用距離が片道４５キロメートル以

上５０キロメートル未満である職員 

 

サ 使用距離が片道５０キロメートル以

上５５キロメートル未満である職員 

 

シ 使用距離が片道５５キロメートル以

上６０キロメートル未満である職員 

 

ス 使用距離が片道６０キロメートル以  



 

上である職員 

(3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等

を利用せず、かつ、自動車等を使用しな

いで徒歩により通勤するものとした場合

の通勤距離、交通機関等の利用距離、自

動車等の使用距離等の事情を考慮して教

育委員会規則で定める区分に応じ、前２

号に定める額の合計額（その額が５万 

５，０００円を超えるときは、５万  

５，０００円。ただし、教育委員会規則

で定める場合にあっては、教育委員会規

則で定める額）、第１号に定める額又は

前号に定める額 

(3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等

を利用せず、かつ、自動車等を使用しな

いで徒歩により通勤するものとした場合

の通勤距離、交通機関等の利用距離、自

動車等の使用距離等の事情を考慮して教

育委員会規則で定める区分に応じ、前２

号に定める額の合計額（その額が６万 

６，４００円を超えるときは、６万  

６，４００円。ただし、教育委員会規則

で定める場合にあっては、教育委員会規

則で定める額）、第１号に定める額又は

前号に定める額 

３ （略） ３ （略） 

４ 通勤手当の支給は職員に新たに第１項の

職員たる要件が具備されるに至った場合に

おいてはその届出の日の属する月の翌月（そ

の日が月の初日であるときは、その日の属す

る月）から開始し、通勤手当を支給されてい

る職員が、同項の職員たる要件を欠くに至る

こととなり、又は離職し、若しくは死亡した

場合においてはそれぞれその者が、同項の職

員たる要件を欠くに至ることとなり、又は離

職し、若しくは死亡した日の属する月（これ

らの日が月の初日であるときは、その日の属

する月の前月）をもって終わる。 

 

５ 通勤手当の支給を受けている職員にその

月額を減額すべき事実が生じるに至った場

合はその事実が生じた日の属する月の翌月

（その日が月の初日であるときはその月）、

増額すべき事実が生じるに至った場合には、

その届出の日の属する月の翌月（その日が月

の初日であるときはその月）から改定する。 

 



 

６・７ （略） ４・５ （略） 

８ 前各項に定めるもののほか通勤手当の支

給について必要な事項は、教育委員会規則で

定める。 

６ 前各項に規定するもののほか、通勤の実情

の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当

の支給について必要な事項は、教育委員会規

則で定める。 

附 則 附 則 

（給料月額の特例） （給料月額の特例） 

１１ 当分の間、別表第１及び別表第２の規定

の適用については、これらの規定に定める給

料月額及び基準給料月額（以下この項におい

て「給料月額等」という。）は、当該給料月

額等に、当該給料月額等に１００分の  

１．８２を乗じて得た額（その額に１円未満

の端数を生じたときは、これを切り捨てた

額）をそれぞれ加算した額とする。この場合

における次項及び附則第１４項の規定の適

用については、これらの規定中「その額に 

５０円未満の端数を生じたときはこれを切

り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生

じたときはこれを１００円に切り上げた額」

とあるのは、「その額に１円未満の端数を生

じたときは、これを切り捨てた額」とする。 

１１ 当分の間、別表第１及び別表第２の規定

の適用については、これらの規定に定める給

料月額及び基準給料月額（以下この項におい

て「給料月額等」という。）は、当該給料月

額等に、当該給料月額等に１００分の  

１．１４を乗じて得た額（その額に１円未満

の端数を生じたときは、これを切り捨てた

額）をそれぞれ加算した額とする。この場合

における次項及び附則第１４項の規定の適

用については、これらの規定中「その額に 

５０円未満の端数を生じたときはこれを切

り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生

じたときはこれを１００円に切り上げた額」

とあるのは、「その額に１円未満の端数を生

じたときは、これを切り捨てた額」とする。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

（あらまし） 

 この条例は、人事委員会による職員の給与等に関する報告及び勧告を踏まえ、地域手当、

給料の特例措置の率及び通勤手当を改定するほか、所要の整備を行うものです。 


